
第 5 6 号 議 案 

令和７年 11 月 28 日 
任 用 給 与 課 

 

 

 

 

警視庁職員任用規程の一部改正について 

 

 

 

標記の件について、警視総監から申請があったので、下記のとおり一部改正を承

認する。 

 

 

記 

 

 

１ 改正事項 

（１）警察行政職員の再採用制度の導入 

（２）自動車整備士の採用基準の見直し 

（３）栄養士の採用基準の見直し 

（４）警察官の昇任試験等の見直し 

（５）警察行政職員の昇任選考の見直し 

 

２ 改正内容 

  改正概要及び新旧対照表のとおり 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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警視庁職員任用規程の改正概要 

 

 
【事項１】警察行政職員の再採用制度の導入 

〇 概  要 

   かつて警察行政職員であった者の再採用制度についての規定を新設 

〇 改正理由 

採用数の減少に対応し、即戦力となる人材の確保を図るため 

 

【事項２】自動車整備士の採用基準の見直し 

〇 概  要 

・選考基準に、自動車整備士の養成施設課程の修了者（同一年度内に修了見込みの者を含む。）を追加 

・選考基準の年齢の引上げ                                                                   

〇 改正理由 

受験者数の減少に対応し、受験者の増加を図るため 

 

【事項３】栄養士の採用基準の見直し 

〇 概  要 

選考基準に、管理栄養士の免許取得者又は栄養士若しくは管理栄養士の免許の取得見込み者を追加 

〇 改正理由 

栄養士法の改正に伴い、採用基準を改正する 

 

【事項４】警察官の昇任試験等の見直し 

〇 概  要 

・各級昇任試験及び選抜昇任における専門種別を廃止、一般種別に一本化 

・警部補昇任試験における教練、点検、礼式及び逮捕術を廃止し、巡査部長昇任試験における逮捕術を廃

止                                                                                   

〇 改正理由 

・各部門の専門性の向上等を踏まえ、専門種別を別建てで設定する意義が薄れてきているため。 

・各級昇任試験で審査すべき能力及び日々の訓練の状況を踏まえ、試験科目に設定する必要性は薄れてき

ているため。 

 

【事項５】警察行政職員の昇任選考の見直し 

〇 概  要 

警察行政職（事務）の副主査職昇任選考及び係長職昇任選考における出題科目の常識を廃止                                                                                  

〇 改正理由 

   改めて昇任選考において検証する必要性は薄れており、より実務に即した選考内容とするため 
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主な改正内容は以下の通り。 

項   目 

該 当 条 文 
内           容 

採 用 の 方 法 

第７条第１項 

第２号（新設） 

 

 

【事項１ 警察行政職員の再採用制度】 

選考による採用区分に警察行政職員の再採用制度を追加 

  ⑵  かつて、警視庁の警察行政職員であった者を、その者の経歴に相当した職級
以下の警察行政職員として採用するとき。 

※第２号の新設により、号ずれが発生 

選考による採用 

第９条第２項（新設） 

    第３項（新設） 

 
【事項１ 警察行政職員の再採用制度】 
 
警察行政職員の再採用により採用する場合の要件を規定。あわせて、警察行政職員

の再採用の選考基準及び方法を別表３の２で整備。 
 
※警察行政職員の経験者採用選考の選考基準の記載について、規程を整理 

警察行政職員の採

用選考基準 

別表第３（第９条関

係） 

【事項２ 自動車整備士の採用基準の見直し】 

自動車整備士及び栄養士の採用選考基準について、以下の通り規定 

 〇自動車整備士 

  （経歴・免許等） 

「自動車整備士の技能検定に合格した者」 

 ⇒ 自動車整備士の技能検定に合格した者又は自動車整備士を養成する施設の所定
の課程を修了した者（同一年度内に修了する見込みの者を含む。） 

  （年齢） 

  40歳未満 ⇒ 50歳未満 

【事項３ 栄養士の採用基準の見直し】 

〇栄養士 ※栄養士法の改正に伴い、６月24日の人事委員会にて一般基準を改正済み。 

（経歴・免許等） 

 「栄養士の免許を有する者」 

⇒ 栄養士若しくは管理栄養士の免許を有する者又は栄養士若しくは管理栄養士の
免許を取得見込みの者 
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第９条第２項に規

定する者の採用選

考基準及び選考方

法 

別表第３の２（第９

条関係）（新設） 

【事項１ 警察行政職員の再採用制度】 

 警察行政職員の再採用について、選考基準・方法を以下の通り規定 

（警察行政職員の再採用の概要） 

 〇選考基準 

 ・必要な職務経験年数：１年以上の勤務実績を有する者 

 ・年齢：65歳未満である者 

 〇選考方法 

 ・一次選考：適性検査（心理）、筆記考査 

 ・二次選考：身体検査、面接考査 

 

※別表第３の２の新設により、別表の番号ずれが発生 

職級基準（Ⅰ）任
用資格基準表 

別表第６（第13条関
係）備考３ 

職級基準（Ⅱ）任
用資格基準表 

別表第７（第26条関
係）備考７（新設） 

職級基準（Ⅲ）任
用資格基準表 

別表第 21（第 26 条関
係）備考２（新設） 

【再採用職員の在籍年数】 

 上位の職に任用されるために必要な在職年数について、過去に警視庁警察官及び警

察行政職員として在職した年数に、再採用制度により採用されてからの在職年数を加

えたものとする。 

選抜昇任の選考実

施基準 

別表第９の３（第

15条関係） 

【事項４ 警察官の昇任試験等の見直し】 

選抜昇任選考の基準について、以下の通り規定。 

〇各階級共通事項：専門、音楽隊員、航空機操員等の種別を廃止 

〇選抜昇任選考については、専門等の区分の見直しに合わせて、必要な受験資格（勤

務年数）を整理（巡査部長：巡査４年以上、警部補：巡査部長４年以上） 

 

巡査部長昇任試験

実施基準 

別表第10（第16条関

係） 

【事項４ 警察官の昇任試験等の見直し】 

 巡査部長昇任試験の実施基準について、以下の通り規定 

 〇種別：専門を削除（一部・二部のみとする。） 

 〇試験科目及び方法 

  三次試験：逮捕術を削除 

警部補昇任試験実

施基準 

別表第11（第17条関
係） 

【事項４ 警察官の昇任試験等の見直し】 

 警部補長昇任試験の実施基準について、以下の通り規定 

 〇種別：専門を削除 

 〇試験科目及び方法 

  三次試験：教練、点検、礼式及び逮捕術等術科を削除 
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警部昇任試験実施

基準 

別表第12（第18条関

係） 

【事項４ 警察官の昇任試験等の見直し】 

 警部昇任試験の実施基準について、以下の通り規定 

 〇種別：専門を削除（一部・二部のみとする。 ※三部を二部に改正） 

係長職昇任選考実
施基準 

別表第15（第21条、
第30条関係） 

副主査職昇任選考
実施基準 

別表第22（第29条関
係） 

【事項４ 警察官の昇任試験等の見直し】 

 係長職昇任選考の実施基準について、以下の通り規定 

 〇警察官 

  種別：専門を削除 

【事項５ 警察行政職員の昇任選考の見直し】 

 係長職昇任選考及び副主査職昇任選考の実施基準について、以下の通り規定 

 〇警察行政職員 

  選考方法（一般事務）：常識を削除 

施 行 期 日 

附則第１項 

  第２号 

  第３号 

令和８年４月１日：下記以外 

令和８年１月１日：警察行政職員の再採用制度の導入 

令和８年２月１日：選抜昇任の専門種別廃止、巡査部長昇任試験の専門種別及び
逮捕術の廃止 

準 備 行 為 

経過措置第３項 

改正後の警視庁職員任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関し必要な手
続きその他の準備行為は、それぞれ施行日前においても行うことができる。 
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監．警．人１．制１第６８２５号    

令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日    

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

警視総監  迫 田 裕 治 

（ 公 印 省 略 ）

       

      警視庁職員任用規程の一部改正について（申請） 

 みだしのことについては、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 改正する規程 

警視庁職員任用規程（昭和６１年３月２７日訓令甲第３号） 

２ 改正の理由 

(1) 採用数の減少に対応するため、警察行政職員の採用方法に再採用制度を導入し、即戦力

となる人材の確保を図る必要がある。 

(2) 自動車整備士の採用数の減少に対応するため、採用基準の見直しを行い、新卒者及び経

験者の採用拡大を図る必要がある。 

 (3) 栄養士法の改正に伴い、採用基準を改正する必要がある。 

 (4) 各部門の専門性の向上、各部横断的な対応の必要性、労働環境の変化を踏まえ、各級昇

任試験及び選抜昇任における専門種別を廃止し、一般種別に一本化する必要がある。 

 (5) 各級昇任試験で審査すべき能力と日々の訓練の実態を踏まえ、試験の実施方法を見直し、

警部補昇任試験における教練、点検、礼式及び逮捕術を廃止し、巡査部長昇任試験におけ

る逮捕術を廃止する必要がある。 

 (6) 警察行政職員の係長職及び副主査職昇職選考の試験科目を見直し、より実務に即した内

容とするため、常識問題を廃止する必要がある。 

３ 改正案文 

  別添のとおり 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

  ただし、警察行政職員再採用選考の導入については、令和８年１月１日から、選抜昇任の一

本化及び巡査部長試験の専門の廃止・逮捕術の廃止については、令和８年２月１日からとする。 
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 警視庁職員任用規程及び警視庁職員任用規程の一部を改

正する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年 12月 日 

 

警視総監 迫 田 裕 治 

 

   警視庁職員任用規程及び警視庁職員任用規程の一部

を改正する規程の一部を改正する規程 

 （警視庁職員任用規程の一部改正） 

第１条 警視庁職員任用規程（昭和 61年３月２７日訓令甲

第３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項第２号を同項第３号とし、同項第１号の

次に次の１号を加える。 

  ⑵ かつて、警視庁の警察行政職員であった者を、そ

の者の経歴に相当した職級以下の警察行政職員と

して採用するとき。 

  第７条第２項中「前項第２号」を「前項第３号」に改

める。 

  第９条中「選考により警察行政職員」を「第７条第１

項第１号に基づく選考により警察行政職員」に改め、「（経

験者採用選考により採用する場合は、人事委員会の承認

を得て別に定める選考基準）」を削り、同条に次の２項

を加える。 

２ 第７条第１項第２号の規定に基づく選考により警察

行政職員を採用する場合は、別表第３の２に定める採

用選考基準及び選考方法によるほか、次の各号に掲げ

る要件を満たした者でなければならない。 

  ⑴ 懲戒免職その他非違によって退職した者でないこ

7



と。 

  ⑵ 在職当時の勤務成績が優良であること。 

  ⑶ 人物性向等について審査の結果、警察行政職

員として支障のない者であること。 

３ 経験者採用選考により警察行政職員を採用する場合

は、人事委員会の承認を得て別に定める選考基準によ

るものとする。 

第９条の２第１項中「警視庁行政職員」を「警視庁警

察行政職員」に改める。 

  別表第３医療技術系の項中 

 「 

   栄養士の免許を有する者 40歳未満   を 

                         」 

 「 

  栄養士若しくは管理栄養士の

免許を有する者又は栄養士若

しくは管理栄養士の免許を取

得見込みの者 

 

40歳未満 

  

 に改め、 

                       」 

同表技能系の項中 

 「 

自動車運転の免許を有する者   

自動車整備士の技能検定に合

格した者 

 

40歳未満 

 

 を 

当該業務に必要な免許を有す

る者 

  

                     」 

 「 
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自動車運転の免許を有する者 40歳未満  

自動車整備士の技能検定に合

格した者又は自動車整備士を

養成する施設の所定の課程を

修了した者（同一年度内に修

了する見込みの者を含む。） 

 

 

50歳未満 

 

 

に改める。 

当該業務に必要な免許を有す

る者 

40歳未満  

                      」 

  別表第３の３を別表第３の４とし、別表第３の２を別

表第３の３とし、別表第３の次に次の１表を加える。 

【写真原稿①（新別表第３の２）】 

  別表第７備考の項中 

「６ 経験者採用選考による採用者については、この 

   基準表にかかわらず都の基準による。ただし、５  

   級職に任用されるための最低資格年数は５年とす 

   る。                    」 

を 

「６ 経験者採用選考による採用者については、この 

   基準表にかかわらず都の基準による。ただし、５  

   級職に任用されるための最低資格年数は５年とす 

   る。 

  ７ 第９条第２項に規定する者が、上位の職に任用 

されるために必要な在職年数は、過去に警視庁警 

察行政職員として在職した年数に、同項の規定によ

り採用されてからの在職年数を加えたものとする。 

             」 

に改める。 
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別表第９の３から別表第 12までを次のように改める。 

【写真原稿②（新別表第９の３）】 

【写真原稿③（新別表第 10）】 

【写真原稿④（新別表第 11）】 

【写真原稿⑤（新別表第 12）】 

  別表第 15を次のように改める。 

【写真原稿⑥（新別表第 15）】 

  別表第 21備考の項中 

 「 表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格 

  年数で、それぞれ下位の職における在職年数を示す。」 

 を 

 「１ 表中の年数は、当該職に任用されるための最低資 

   格年数で、それぞれ下位の職における在職年数を示

す。 

  ２ 第９条第２項に規定する者が、上位の職に任用さ

れるために必要な在職年数は、過去に警視庁警察行

政職員として在職した年数に、同項の規定により採

用されてからの在職年数を加えたものとする。」 

 に改める。 

別表第 22中「、警察実務及び常識」を「及び警察実務」

に改める。 

 （警視庁職員任用規程の一部を改正する規程の一部改正） 

第２条 警視庁職員任用規程の一部を改正する規程（令和

７年８月 25日訓令甲第 24号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第１の３の次に１表を加える改正規定を次のよう

に改める。 

  別表第１の３の次に次の１表を加える。 
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【写真原稿⑦（新別表第１の４）】 

  別表第６中「第６条第３項」を「第６条第２項」に改

める改正規定を次のように改める。 

  別表第６の備考中「第６条第３項」を「第６条第２項」

に、「当該採用時からの在職年数」を「過去に警視庁警

察官として在職した年数に、同項の規定により採用され

てからの在職年数を加えたもの」に改める。 

  附則第３項を附則第４項とし、附則第２項の次に次の

１項を加える。 

 ３ 施行日前に警視庁職員任用規程第４条第２号の規定

により採用された警察官の同規程第 13 条第２項に規

定する在職年数については、新任用規程別表第６の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

  ⑴ 第１条の規定（第９条の２第１項の改正規定に限

る。）、第２条の規定及び附則第３項の規定 令和７

年 12月 日 

  ⑵ 第１条の規定（第７条第１項中第２号を第３号と

し、第１号の次に１号を加える改正規定、第７条第

２項の改正規定、第９条の改正規定、同条に２項を

加える改正規定及び別表第３の３を別表第３の４

とし、別表第３の２を別表第３の３とし、別表第３

の次に１表を加える改正規定に限る。） 令和８年

１月１日 
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  ⑶ 第１条の規定（別表第９の３から別表第１２まで

を次のように改める改正規定中別表第９の３及び

別表第 10を次のように改める部分に限る。） 令和

８年２月１日 

（経過措置） 

２ 令和８年１月１日から令和１３年３月３１日までの間にお

ける第１条の規定による改正後の警視庁職員任用規程（以下

「新任用規程」という。）別表第３の２の適用については、同

表中「６５歳」とあるのは、令和８年１月１日から令和９年３

月３１日までの間においては「６２歳」、同年４月１日から令

和１１年３月３１日までの間においては「６３歳」、同年４月

１日から令和１３年３月３１日までの間においては「６４歳」

とする。 

 （準備行為） 

３ 新任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関

し必要な手続その他の準備行為は、それぞれ令和８年

４月１日又は第１項第２号若しくは第３号に定める日

前においても行うことができる。 
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【写真原稿①（新別表第３の２）】 
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【写真原稿②（新別表第９の３）】 
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【写真原稿③（新別表第 10）】 
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【写真原稿④（新別表第 11）】 
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【写真原稿⑤（新別表第 12）】 
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【写真原稿⑥（新別表第 15）】 
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【写真原稿⑦（新別表第１の４）】 
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警視庁職員任用規程（昭和 61 年 3 月 27 日訓令甲第 3 号） 新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （現行のとおり） 

第１条から第６条まで （現行のとおり） 

 （採用の方法） 

第７条 警察行政職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職

員を除く。以下この節において同じ。）は、試験によりそれぞれ

の職に採用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、選考により採用することができる。 

 ⑴ （現行のとおり） 

⑵ かつて、警視庁の警察行政職員であった者を、その者の経歴に

相当した職級以下の警察行政職員として採用するとき。 

⑶ （現行のとおり） 

２ 試験又は選考による採用職種は、別表第２（前項第３号の規定に

基づく選考（以下「経験者採用選考」という。）による採用職種は、

別表第２の２）のとおりとする。 

第８条 （現行のとおり） 

 （選考による採用） 

第９条 第７条第１項第１号の規定に基づく選考により警察行政職

員を採用する場合は、別表第３に定める選考基準によるほか、身

体検査及び人物性向等についての審査を行つた上、採用するもの

とする。 

２ 第７条第１項第２号の規定に基づく選考により警察行政職員を

目次 （略） 

第１条から第６条まで （略） 

 （採用の方法） 

第７条 警察行政職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職

員を除く。以下この節において同じ。）は、試験によりそれぞれの

職に採用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、選考により採用することができる。 

 ⑴ （略） 

（新設） 

 

⑵ （略） 

２ 試験又は選考による採用職種は、別表第２（前項第２号の規定

に基づく選考（以下「経験者採用選考」という。）による採用職種

は、別表第２の２）のとおりとする。 

第８条 (略) 

 （選考による採用） 

第９条 選考により警察行政職員を採用する場合は、別表第３に定

める選考基準（経験者採用選考により採用する場合は、人事委員

会の承認を得て別に定める選考基準）によるほか、身体検査及び

人物性向等についての審査を行つた上、採用するものとする。 

（新設） 
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採用する場合は、別表第３の２に定める採用選考基準及び選考方

法によるほか、次の各号に掲げる要件を満たした者でなければな

らない。 

⑴ 懲戒免職その他非違によって退職した者でないこと。 

⑵ 在職当時の勤務成績が優良であること。 

⑶ 人物性向等について審査の結果、警察行政職員として支障の

ない者であること。 

３ 経験者採用選考により警察行政職員を採用する場合は、人事委

員会の承認を得て別に定める選考基準によるものとする。 

 （採用の方法） 

第９条の２ 定年前再任用短時間勤務職員は、従前の勤務実績その    

 他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、警察官は

巡査部長以下の階級、警察行政職員は警視庁警察行政職員主任職

任用規程（昭和６１年３月２７日訓令甲第４号）に定める主任の職

以下において採用するものとする。 

２ （現行のとおり） 

第９条の３から第４３条まで （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

別表第１から別表第２の２まで （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 （採用の方法） 

第９条の２ 定年前再任用短時間勤務職員は、従前の勤務実績その 

他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、警察官は巡

査部長以下の階級、警察行政職員は警視庁行政職員主任職任用規

程（昭和６１年３月２７日訓令甲第４号）に定める主任の職以下

において採用するものとする。 

２ （略） 

第９条の３から第４３条まで （略） 

 

 

 

 

 

別表第１から別表第２の２まで （略） 
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別表第３（第９条関係） 

警察行政職員の採用選考基準 

職群 職種 職務名 採用区分 職 選考の基準及び方法等 

経歴・免許等 年齢 選考方法 

事務系 通訳 (現行のとお

り) 

( 現 行 の

とおり) 

( 現

行の

とお

り) 

(現行のとおり) ( 現 行 の

とおり) 

( 現 行 の

とおり) 

一般技

術系 

鑑識技術から

音楽指導まで 

（現行のと

おり） 

（現行の

とおり） 

（現

行の

とお

り） 

（現行のとおり） （現行の

とおり） 

（現行の

とおり） 

医療技

術系 

医師から看護

士まで 

（現行のと

おり） 

（現行の

とおり） 

（現

行の

とお

り） 

 
（現行の

とおり） 

（現行の

とおり） 

 

栄養士 (現行のとお

り) 

 

 

( 現 行 の

とおり) 

 

( 現

行の

とお

り) 

栄養士若しくは管理栄養士の免許を有

する者又は栄養士若しくは管理栄養士

の免許を取得見込みの者 
 

４０歳未

満 
 

技能系 自動車運転 自動車運転 ( 現 行 の

とおり) 

( 現

行の

とお

り) 

自動車運転の免許を有する者 

 

４０歳未

満 

( 現 行 の

とおり) 

自動車整備 自動車整備 自動車整備士の技能検定に合格した者

又は自動車整備士を養成する施設の所

定の課程を修了した者（同一年度内に

修了する見込みの者を含む。） 

５０歳未

満 

機械管理 機械管理 当該業務に必要な免許を有する者 40歳未満 

海技 海技 (現行のとおり) ( 現 行 の

とおり) 

技能Ⅰ 電話交換 (現行のとおり) ( 現 行 の

とおり) 

( 現 行 の

とおり) 
一般技能 

技能Ⅱ 一般技能 (現行のとおり) ( 現 行 の

とおり) 

業務系 

 

 

 

 

業務 (現行のとお

り) 

( 現 行 の

とおり) 

( 現

行の

とお

り) 

(現行のとおり) ( 現 行 の

とおり) 

( 現 行 の

とおり) 

別表第３（第９条関係） 

警察行政職員の採用選考基準 

職群 職種 職務名 採用区

分 

職 選考の基準及び方法等 

経歴・免許等 年齢 選考方法 

事務系 通訳 (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

一般技

術系 

鑑識技術から

音楽指導まで 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

医療技

術系 

医師から看護

師まで 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

栄養士 (略) (略) (略) 栄養士の免許を有する者 

 
 

４０歳未

満 

技能系 自動車運転 自動車運転 （略） 

 

 

（略） 

 

 

自動車運転の免許を有する者 
 

 

４０歳未

満 

（略） 

自動車整備 自動車整備 自動車整備士の技能検定に合格した者 

機械管理 機械管理 当該業務に必要な免許を有する者 
 

海技 海技 （略） （略） 

技能Ⅰ 電話交換 （略） （略） （略） 

一般技能 

技能Ⅱ 一般技能 （略） （略） 

業務系 業務 

 

 

 

（略） 
  

(略) 
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別表第３の２（第９条関係） 

第９条第２項に規定する者の採用選考基準及び選考方法 

別表第３の３及び別表第３の４ （現行のとおり） 

別表第４及び別表第５ （現行のとおり） 

 

別表第７（第２６条関係） 

職級基準（Ⅱ）任用資格基準表 

別表第８から別表第９の２まで （現行のとおり） 

備考 （現行のとおり） 

区分 内容 

選考基準 国籍  日本の国籍を有する者であること。 

経歴等  警視庁の警察行政職員として１年以上の勤務実績を有する者 

年齢  選考を行う日の属する年度の３月３１日において６５歳未満である者 

身体  職務執行に支障がないこと。 

選考方法 一次 

選考 

適性検査 

（心理検査） 

 職務執行上必要な適性について検査を行う。 

筆記考査  論文考査を行う。 

二次 

選考 

身体検査  職務執行上支障のある疾患の有無について、医師の診察及びレントゲン等

の検査を行う。 

面接考査  面接により、主として人物を評定する。 

備考  合格者は、過去に退職した時点での採用区分及び職種と同一の採用区分及び職種により、当該時

点での職級以下において採用する。 

職級 

採用 

区分 

１級職 ２級職 ３級職 ４級職 ５級職 

Ⅰ類 ０ ５ ５ ５ ５ 

Ⅱ類 ０ ７ ５ ５ ５ 

Ⅲ類 ０ ９ ５ ５ ５ 

備考 １から６まで （現行のとおり） 

７ 第９条第２項に規定する者が、上位の職に任用されるために必要な在職年数は、過去に警視庁警

察行政職員として在職した年数に、同項の規定により採用されてからの在職年数を加えたものと

する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３の２及び別表第３の３ （略） 

別表第４及び別表第５ （略） 

 

別表第７（第２６条関係） 

職級基準（Ⅱ）任用資格基準表 

別表第８から別表第９の２まで （略） 

備考 （略） 

職級 

採用 

区分 

１級職 ２級職 ３級職 ４級職 ５級職 

Ⅰ類 ０ ５ ５ ５ ５ 

Ⅱ類 ０ ７ ５ ５ ５ 

Ⅲ類 ０ ９ ５ ５ ５ 

備考 １から６まで （略） 

（新設） 
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別表第９の３（第１５条関係） 
選抜昇任の選考実施基準 

 

 

 

巡

査

部

長 

勤務年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡査として４年以上の勤務実績を有する者 

術技 

 

 

 

柔道、剣道又は合気道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術が１級以上及び拳銃操法が有級の

者 

勤務成績 

 

 

 

 

 

 

 

 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者 

選考方法 

 

 

 

 

（現行のとおり） 

 

 

 

別表第９の３（第１５条関係） 
選抜昇任の選考実施基準 

種別 

 

階級等 

一部 二部 専門 音楽隊員 航空機操縦員 柔剣道指導員 特別捜 

査官 

巡

査

部

長 

勤務 

年数 

巡査として

、Ⅰ類、Ⅱ類

採用者は３年

、Ⅲ類採用者

は４年以上の

勤務実績を有

する者 

巡査

として

、Ⅰ類

採用者

は８年

、Ⅱ類

採用者

は１０

年、Ⅲ

類採用

者は１

２年以

上の勤

務実績

を有す

る者 

次のいずれにも該当す

る者であること。 

１ 巡査として、Ⅰ類採

用者は７年、Ⅱ類採用

者は９年、Ⅲ類採用者

は１１年以上の勤務実

績を有する者 

２ 交通、警備、公安、

刑事、生活安全のいず

れかの部の捜査又は情

報担当の巡査及びこれ

に相当する警察署の巡

査として現に捜査等に

従事中の者であつて、

かつ、これらの職務に

３年以上の勤務実績を

有する者 

次のいずれに

も該当する者で

あること。          

１ 巡査として  

、Ⅰ類採用者 

は７年、Ⅱ類 

採用者は９年 

、Ⅲ類採用者 

は１１年以上 

の勤務実績を 

有する者 

２ 現に音楽隊 

員であつて、 

かつ、音楽隊 

員として３年 

以上の勤務実 

績を有する者 

次のいずれに

も該当する者で

あること。 

１ 巡査として 

、Ⅰ類採用者 

は７年、Ⅱ類 

採用者は９年 

、Ⅲ類採用者 

は１１年以上 

の勤務実績を 

有する者 

２ 現に航空機 

操縦員であつ 

て、かつ、航 

空機の操縦員 

として３年以 

上の勤務実績 

を有する者 

次のいずれに

も該当する者で

あること。          

１ 巡査として 

、Ⅰ類採用者 

は３年、Ⅱ類 

採用者は５年 

、Ⅲ類採用者 

は７年以上の 

勤務実績を有 

する者 

２ 現に柔剣道 

助教であつて 

、かつ、柔剣 

道助教として 

３年以上の勤 

務実績を有す 

る者 

 

術技 柔道、剣道又は合気道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術が１級以上及び拳

銃操法が有級の者 

 

 

柔剣道いずれ

か５段以上で、

かつ、逮捕術が

４段以上の者 

勤務 

成績 

平素の勤務

成績が著しく

優秀な者で、

一階級上位の

階級に必要な

能力を有する

と認められる

者 

平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認め

られる者 

選考 

方法 

 

 

（略） 
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警

部

補 

勤務年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡査部長として４年以上の勤務実績を有する者 

（削除） 

勤務成績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者 

選考方法 

 

(現行のとおり) 

警

部 

勤務年数 

 

(現行のとおり) 

勤務成績 

 

 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者 

 

選考方法 

 

(現行のとおり) 

 

 

 

警

部

補 

勤務 

年数 

巡査部長と

して３年以上

の勤務実績を

有する者 

巡査

部長と

して１

０年以

上の勤

務実績

を有す

る者 

次のいずれにも該当す

る者であること 

１ 巡査部長として９年

以上の勤務実績を有す

る者 

２ 交通、警備、公安、

刑事、生活安全のいず

れかの部の捜査又は情

報担当の巡査部長及び

これに相当する警察署

の巡査部長として現に

捜査等に従事中の者で

あつて、かつ、これら

の職務に巡査部長とし

て３年以上の勤務実績

を有する者 

現に音楽隊員

であつて、か

つ、音楽隊に勤

務する巡査部長

として６年以上

の勤務実績を有

する者 

現に航空機操

縦員であつて、

かつ、航空機の

操縦に従事する

巡査部長として

６年以上の勤務

実績を有する者 

現に柔剣道教

師又は助教であ

つて、かつ、武

道指導に従事す

る巡査部長とし

て６年以上の勤

務実績を有する

者 

特別捜

査官とし

て任用さ

れ、か

つ、巡査

部長とし

て３年以

上の勤務

実績を有

する者 

術技  

 

柔剣道いずれ

か６段以上の者 

 

勤務 

成績 

平素の勤務

成績が著しく

優秀な者で、

一階級上位の

階級に必要な

能力を有する

と認められる

者 

 

平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者 

選考 

方法 

(略) 

警

部 

勤務 

年数 

(略) 

勤務 

成績 

 平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者 

選考 

方法 

(略) 
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別表第１０（第１６条関係） 

巡査部長昇任試験実施基準 

種別 

 

条件 

一部 二部 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

(現行のとおり) (現行のとおり) 

術 

技 

(現行のとおり) 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

(現行のとおり) 

 

 

二 

次 

(現行のとおり) 

 

 

三 

次 

1 論文について筆記試験を行う。 

2 教練、点検及び礼式の考査を行う。 

3 面接による人物考査を行う。 

合格 

基準 

(現行のとおり) 

そ の

他 

(現行のとおり) 

 

別表第１１（第１７条関係） 

警部補昇任試験実施基準 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

 

 

 

 

 

 

巡査部長として、Ⅰ類採用者は１年、Ⅱ類採用者は２年、Ⅲ類採用者は３年以上の勤務実績を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１０（第１６条関係） 

巡査部長昇任試験実施基準 

種別 

 

条件 

一般 専門 

一部 二部 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

(略) (略) 交通、警備、公安、刑事、生活安全のいずれかの部の捜査又は情報担当の巡査及びこれに相

当する警察署の巡査として現に捜査等に従事し、又は過去１年以内に捜査等に従事していた者

であつて、これらの職務に、Ⅰ類採用は２年、Ⅱ類採用者は３年、Ⅲ類採用者は４年以上の勤

務実績を有する者 

術 

技 

(略) 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

(略) 

 

 

二 

次 

(略) 

 

 

三 

次 

1 論文について筆記試験を行う。 

2 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。 

3 面接による人物考査を行う。 

合格 

基準 

(略) 

その

他 

(略) 

 

別表第１１（第１７条関係） 

警部補昇任試験実施基準 

種別 

 

条件 

一般 専門 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

 巡査部長として、Ⅰ類採用者は１年、Ⅱ

類採用者は２年、Ⅲ類採用者は３年以上の

勤務実績を有する者 

 

 

 

 

 

次のいずれにも該当する者であること。 

１  巡査部長として、Ⅰ類採用者は１年、Ⅱ類採用者は２年、Ⅲ

類採用者は３年以上の勤務実績を有する者 

２  交通、警備、公安、刑事、生活安全のいずれかの部の捜査又

は情報担当の巡査部長及びこれに相当する警察署の巡査部長と

して現に捜査等に従事し、又は過去１年以内に捜査等に従事し

ていた者であつて、これらの職務に巡査部長として１年以上、

かつ、各階級を通じて、Ⅰ類採用者は３年、Ⅱ類採用者は５
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別表第１２（第１８条関係） 

 

 

術 

技 

(現行のとおり) 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

(現行のとおり) 

二 

次 

次の５科目について筆記試験を行う。 

１  論文 

２ 憲法及び行政法 

３ 刑法及び刑事訴訟法 

４ 交通警察、地域警察、警備公安警察及び刑事生活安全警察のうち１科目選択 

５ 捜査実務 

 

三 

次 

 面接による人物考査を行う。 

合格 

基準 

(現行のとおり) 

備考 (現行のとおり) 

警部昇任試験実施基準 

種別 

 

条件 

一部 二部 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

(現行のとおり) (現行のとおり) 

術 

技 

(現行のとおり) 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

 

 

(現行のとおり) 

二 

次 

 

(現行のとおり) 

 

三 (現行のとおり) 

 

別表第１２（第１８条関係） 

 

 

年、Ⅲ類採用者は７年以上の勤務実績を有する者 

術 

技 

(略) 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

(略) 

二 

次 

次の５科目について筆記試験を行う。 

１  論文 

２ 憲法及び行政法 

３ 刑法及び刑事訴訟法 

４ 交通警察、地域警察、警備公安警察及

び刑事生活安全警察のうち１科目選択 

５ 捜査実務 

次の３科目について筆記試験を行う。 

１  論文 

２  刑法及び刑事訴訟法 

３  交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全警察のうち１科目

選択 

三 

次 

1 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。 

2 面接による人物考査を行う。 

合格 

基準 

(略) 

備考 (略) 

警部昇任試験実施基準 

種別 

 

条件 

一般 専門 

一部 三部 

受 

験 

資 

格 

勤 

務 

年 

数 

(略) (略) 交通、警備、公安、刑事、生活安全のいずれかの部の捜査又は情報担当の警部補及びこれに相

当する警察署の警部補として現に捜査等に従事中の者で、これらの職務に警部補として４年以

上、かつ、各階級を通じて７年以上の勤務実績を有する者 

術 

技 

（略） 

試 

験 

科 

目 

及 

び 

方 

法 

一 

次 

(略) 次の３科目について筆記試験を行う。 

１ 警察管理 

２ 刑法及び刑事訴訟法 

３ 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全警察のうち１科目選択 

二 

次 

(略) 

 

 

 面接による人物考査を行う。 

三 (略)  
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別表第１３及び別表第１４ （現行のとおり） 

別表第１５（第２１条、第３０条関係） 

次 

 

 

合格 

基準 

 試験の成績及び平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。 

係長職昇任選考実施基準 

警 

察 

官 

選 

考 

資 

格 

 警部補として４年以上の勤務実績を有する者 

 

 

 

 

 

 

選 

考 

方 

法 

 

 警察法規及び警察実務についての択一式筆記考査 

合 

格 

基 

準 

(現行のとおり) 

警 

察 

行 

政 

職 

員 

種別 

条件 

事務・一般技術・医療技術系 技能系・業務系 

一部 二部 

選 

考 

資 

格 

(現行のとおり) ( 現行のとお

り) 

(現行のとおり) 

選 

考 

方 

法 

一 

般 

事 

務 

１ 論文考査 

２ 警察法規及び警察実務につい

ての短答式考査 

３ 個人面接による人物考査 

( 現行のとお

り) 

(現行のとおり) 

上 

記 

以

外

の

職

(現行のとおり) 

別表第１３及び別表第１４ （略） 

別表第１５（第２１条、第３０条関係） 

次  

 

合格 

基準 

 試験の成績及び平素の勤務成績を総合して、合格者を決定する。 

係長職昇任選考実施基準 

警 

察 

官 

種別 

 

条件 

一部 専門 

選 

考 

資 

格 

 警部補として４年以上の勤務実

績を有する者 

交通、警備、公安、刑事、生活安全のいずれかの部の捜査又は情

報担当の警部補及びこれに相当する警察署の警部補として現に捜査

等に従事中の者で、これらの職務に警部補として４年以上、かつ、

各階級を通じて７年以上の勤務実績を有する者 

選 

考 

方 

法 

 警察法規及び警察実務について

の択一式筆記考査 

次の３科目についての筆記考査 

１  警察管理 

２  刑法及び刑事訴訟法 

３  交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全警察のうち１科目選    

 択 

合 

格 

基 

準 

（略） 

警 

察 

行 

政 

職 

員 

種別 

条件 

事務・一般技術・医療技術系 技能系・業務系 

一部 二部 

選 

考 

資 

格 

(略) (略) (略) 

選 

考 

方 

法 

一 

般 

事 

務 

１ 論文考査 

２ 警察法規、警察実務及び常識

についての短答式考査 

３ 個人面接による人物考査 

(略) (略) 

上 

記 

以

外

の 

(略) 
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別表第１６から別表第２０まで （現行のとおり） 

 

別表第２１（第２６条関係） 

職級基準（Ⅲ）任用資格基準表 
職級 

区分 

１級職 ２級職 ３級職 ４級職 

技能系・業務系 ０ １６ ４ ３ 

備考 １ 表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格年数で、それぞれ下位の職におけ

る在職年数を示す。 

２ 第９条第２項に規定する者が、上位の職に任用されるために必要な在職年数は、過去

に警視庁警察行政職員として在職した年数に、同項の規定により採用されてからの在職

年数を加えたものとする。 

 

別表第２２（第２９条関係） 
副主査職昇任選考実施基準 

種別 

条件 

事務・一般技術・医療技術系 技能系・業務系 

一部 二部 

選考資格 (現行のとおり) (現行のとおり) (現行のとおり) 

選考

方法 

一般事務 １ 論文考査 

２ 警察法規及び警察実務についての短答式考査 

３ 個人面接による人物考査 

(現行のとおり) 

上記以外

の職務 

(現行のとおり) 

合格基準 (現行のとおり) 

備考 (現行のとおり) 

別表第２３及び別表第２４ （現行のとおり） 

別記様式第１から別記様式第７まで （現行のとおり） 

務 

合格 

基準 

(現行のとおり) 

備考 (現行のとおり) 

別表第１６から別表２１まで （略） 

 

別表第２１（第２６条関係） 

職級基準（Ⅲ）任用資格基準表 
職級 

区分 

１級職 ２級職 ３級職 ４級職 

技能系・業務系 ０ １６ ４ ３ 

備考  表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格年数で、それぞれ下位の職における 

在職年数を示す。 

（新設） 

 

 

 

別表第２２（第２９条関係） 
副主査職昇任選考実施基準 

種別 

条件 

事務・一般技術・医療技術系 技能系・業務系 

一部 二部 

選考資格 (現行のとおり) (現行のとおり) (現行のとおり) 

選考

方法 

一般事務 １ 論文考査 

２ 警察法規、警察実務及び常識についての短答式考査 

３ 個人面接による人物考査 

(現行のとおり) 

上記以外

の職務 

(現行のとおり) 

合格基準 (現行のとおり) 

備考 (現行のとおり) 

別表第２３及び別表第２４ （略） 

別記様式第１から別記様式第７まで （略） 

職

務 

 

 

合格

基準 

(略) 

備考 (略) 
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附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条の規定（第９条の２第１項の改正規定に限る。）、第２条の規定及び附則第３項の規定 令和７年 12月 日 

 ⑵ 第１条の規定（第７条第１項中第２号を第３号とし、第１号の次に１号を加える改正規定、第７条第２項の改正規定、

第９条の改正規定、同条に２項を加える改正規定及び別表第３の３を別表第３の４とし、別表第３の２を別表第３の３と

すし、別表第３の次に１表を加える改正規定に限る。） 令和８年１月１日 

 ⑶ 第１条の規定（別表第９の３から別表第１２までを次のように改める改正規定中別表第９の３及び別表第 10 を次のよ

うに改める部分に限る。） 令和８年２月１日 

（経過措置） 

２ 令和８年１月１日から令和１３年３月３１日までの間における第１条の規定による改正後の警視庁職員任用規程（以下「新任用規程」とい

う。）別表第３の２の適用については、同表中「６５歳」とあるのは、令和８年１月１日から令和９年３月３１日までの間においては「６２

歳」、同年４月１日から令和１１年３月３１日までの間においては「６３歳」、同年４月１日から令和１３年３月３１日までの間においては「６

４歳」とする。 

 （準備行為） 

３ 新任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関し必要な手続その他の準備行為は、それぞれ令和８年４月１日又は第

１項第２号若しくは第３号に定める日前においても行うことができる。 
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警視庁職員任用規程の一部を改正する規程（令和７年８月２５日訓令甲第２４号）の一部を改正する規程 新旧対照表 

改正案 現行 

第４条に１号を加える改正規定から別表第１の２の改正規定まで （現

行のとおり） 

別表第１の３の次に次の１表を加える。 

 

第４条に１号を加える改正規定から別表第１の２の改正規定まで （略） 

 

別表第１の３の次に次の１表を加える。 
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 別表第６備考の項中「第６条第３項」を「第６条第２項」に、「当該

採用時からの在職年数」を「過去に警視庁警察官として在職した年数に、

同項の規定により採用されてからの在職年数を加えたもの」に改める。 

   附 則 

１及び２ （現行のとおり） 

３ 施行日前に警視庁職員任用規程第４条第２号の規定により採用さ

れた警察官の同規程第 13 条第２項に規定する在職年数については、

新任用規程別表第６の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ （現行のとおり） 

 

 別表第６中「第６条第３項」を「第６条第２項」に改める。 

 

 

   附 則 

１及び２ （略） 

（新設） 

 

 

３ （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条の規定（第９条の２第１項の改正規定に限る。）、第２条の規定及び附則第３項の規定 令和７年 12月 日 

 ⑵ 第１条の規定（第７条第１項中第２号を第３号とし、第１号の次に１号を加える改正規定、第７条第２項の改正規定、

第９条の改正規定、同条に２項を加える改正規定及び別表第３の３を別表第３の４とし、別表第３の２を別表第３の３と

し、別表第３の次に１表を加える改正規定に限る。） 令和８年１月１日 

 ⑶ 第１条の規定（別表第９の３から別表第１２までを次のように改める改正規定中別表第９の３及び別表第 10 を次のよ

うに改める部分に限る。） 令和８年２月１日 

（経過措置） 

２ 令和８年１月１日から令和１３年３月３１日までの間における第１条の規定による改正後の警視庁職員任用規程（以下「新任用規程」とい
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う。）別表第３の２の適用については、同表中「６５歳」とあるのは、令和８年１月１日から令和９年３月３１日までの間においては「６２

歳」、同年４月１日から令和１１年３月３１日までの間においては「６３歳」、同年４月１日から令和１３年３月３１日までの間においては「６

４歳」とする。 

 （準備行為） 

３ 新任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関し必要な手続その他の準備行為は、それぞれ令和８年４月１日又は第

１項第２号若しくは第３号に定める日前においても行うことができる。 

 

 

 

（準備行為） 

３ 第１条の規定による改正後の任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関し必要な手続その他の準備行為は、それぞれ令和８年４月 1

日又は前項第２号若しくは第３号に定める日前においても行うことができる。 
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警視庁職員任用規程（現行規程・一部抜粋） 

 

昭和６１年３月２７日 

訓令甲第３号 

第２章 採用 

第１節 警察官の採用 

 

（採用の方法） 

第７条 警察行政職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員を除く。以下この

節において同じ。）は、試験によりそれぞれの職に採用するものとする。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、選考により採用することができる。 

⑴ 職務の特殊性により試験により難い場合で人事委員会の承認を得たとき。 

⑵ 民間等における有用な職歴を有する者を、その者の経歴等に相当した職級の警察行

政職員として採用するとき。 

２ 試験又は選考による採用職種は、別表第２（前項第２号の規定に基づく選考（以下

「経験者採用選考」という。）による採用職種は、別表第２の２）のとおりとする。 

 

（選考による採用） 

第９条 選考により警察行政職員を採用する場合は､別表第３に定める選考基準（経験

者採用選考により採用する場合は、人事委員会の承認を得て別に定める選考基準）に

よるほか､身体検査及び人物性向等についての審査を行つた上、採用するものとする。 

 

別表第３（第９条関係） ※該当部分のみ抜粋 
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別表第６（第 13 条関係） 

 

 

別表第７（第 26 条関係） 
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別表第９の３（第 15 条関係） 
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別表第 10（第 16 条関係） 
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別表第 11（第 17 条関係） 
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別表第 12（第 18 条関係） 
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別表第 15（第 21 条、第 30 条関係） 
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別表第 21（第 26 条関係） 

 

 

別表第 22（第 29 条関係） 
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